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今後の課題及びスケジュール等について

資料１
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○ これまでの開催状況

第1回 平成25年11月 6日 ①医療法人制度に係る状況等について ②医療の国際展開について
第2回 平成25年11月28日 ①医療機関による健康増進・予防や生活支援の推進について
第3回 平成25年12月 4日 ①医療法人等の間の連携の推進について
第4回 平成26年 4月 2日 ①非営利ホールディングカンパニー型法人制度に係る報告について

②医療法人における透明性の確保等に係る論点の追加について
第5回 平成26年 6月27日 ①非営利ホールディングカンパニー型法人制度（仮称）の検討に当たっての

主な論点等について

○ 本検討会の検討内容（４月２日論点追加後）
（１）医療法人制度のあり方について
（２）医療法人等の間の連携の推進について → 合併については法改正済（１０月１

日施行）
（３）医療の国際展開について → 通知改正済
（４）医療機関による健康増進・予防や生活支援の推進について → 通知改正済
（５）社会医療法人制度のあり方について
（６）医療法人の透明性の確保について
（７）医療法人制度におけるガバナンスの強化について
（８）その他

○ 最近の閣議決定等
＜日本再興戦略 （平成26年6月24日閣議決定）＞ → 別紙１-１・１-２
＜規制改革実施計画 （平成26年6月24日閣議決定）＞ → 別紙２
＜参議院厚生労働委員会附帯決議 （平成26年6月17日）＞ → 別紙３



第二 ３つのアクションプラン
二．戦略市場創造プラン
テーマ１：国民の「健康寿命」の延伸
（３）新たに講ずべき具体的施策
i）効率的で質の高いサービス提供体制の確立

① 医療・介護等を一体的に提供する非営利ホールディングカンパニー型法人制度（仮称）の創設
地域内の医療・介護サービス提供者の機能分化や連携の推進等に向けた制度改革を進め、医療、介護サー

ビスの効率化・高度化を図り、地域包括ケアを実現する。
このため、医療法人制度においてその社員に法人がなることができることを明確化した上で、複数の医療

法人や社会福祉法人等を社員総会等を通じて統括し、一体的な経営を可能とする「非営利ホールディングカ
ンパニー型法人制度（仮称）」を創設する。

その制度設計に当たっては、産業競争力会議医療・介護等分科会中間整理（平成25年12月26日）の趣旨に
照らし、当該非営利ホールディングカンパニー型法人（仮称）への多様な非営利法人の参画（自治体、独立
行政法人、国立大学法人等を含む）、意思決定方式に係る高い自由度の確保、グループ全体での円滑な資金
調達や余裕資金の効率的活用、当該グループと地域包括ケアを担う医療介護事業等を行う営利法人との緊密
な連携等を可能とするため、医療法人等の現行規制の緩和を含む措置について検討を進め、年内に結論を得
るとともに、制度上の措置を来年中に講ずることを目指す。

さらに、大学附属病院が担っている教育、研究、臨床機能を維持向上するための措置を講ずることを前提
に、非営利ホールディングカンパニー型法人制度（仮称）を活用した他の病院との一体的経営実現のために
大学附属病院を大学から別法人化できるよう、大学附属病院の教育・研究・臨床機能を確保するための措置
の具体的内容、別法人化に向けた必要な制度設計について、非営利ホールディングカンパニー型法人制度
（仮称）の検討内容等を踏まえつつ検討を進め、年度内に結論を得るとともに、制度上の措置を来年度中に
講ずることを目指す。
あわせて、自治体や独立行政法人等が設置する公的病院が非営利ホールディングカンパニー型法人制度

（仮称）に参画することができるよう、必要な制度措置等について検討する。

◎「日本再興戦略」改訂2014（平成26年6月24日 閣議決定）

2
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第二 ３つのアクションプラン
二．戦略市場創造プラン
テーマ１：国民の「健康寿命」の延伸
（３）新たに講ずべき具体的施策
i）効率的で質の高いサービス提供体制の確立

② 医療法人制度に関する規制の見直し
以下の事項について、年内に検討し、その結果に基づいて、制度的措置を速やかに講ずる。
・医療法人の分割

会社法の会社分割と同様のスキームを医療法人について認める。

・医療法人の附帯業務の拡充
医療法人が所有する遊休スペースを介護施設・高齢者向け住宅等の用途に使用することを目的とした賃

貸事業を附帯業務として認めるなど、医療法人の附帯業務の範囲を拡大する。

・社会医療法人の認定要件の見直し
社会医療法人の一層の普及を図るため、地域の実情を踏まえた認定要件とする。

◎「日本再興戦略」改訂2014（平成26年6月24日 閣議決定）
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（別紙１-２）



Ⅱ 分野別措置事項
１ 健康・医療分野
（２）個別措置事項
⑧ 医療機関の経営基盤の強化
○ 事項名

医療法人の経営の透明化・適正化
○ 規制改革の内容

医療法人が、法令等を厳格に遵守し、健全かつ適切な業務運営を行うために以下の点について検
討を行う。
・ 社会的に影響が大きい一定規模以上の医療法人について、外部監査を義務づけること
・ 一般社団法人及び一般財団法人と同様に、医療法人の理事長及び理事について、忠実義務、損
害賠償責任等を課し、責任範囲等を明確化すること

・ メディカルサービス法人と医療法人との関係の適正化など医療法人が法令遵守体制を構築する
ための方策

○ 実施時期
平成26年度検討・結論

○ 事項名
経営経験豊かな人材の活用による医療法人経営の効率化

○ 規制改革の内容
医師又は歯科医師以外の者が理事長候補者となる場合、一定の要件に該当する場合を除き、都道

府県医療審議会の意見を聴いた上で判断するよう自治体への周知が行われたが、各自治体における
認可要件の適正化状況、当該申請件数、医療審議会の意見を聴いた件数等を調査し、医師又は歯科
医師以外の者が不当に門前払いされる事態があれば当該自治体へ改善を促す。

○ 実施時期
平成26年度措置

◎「規制改革実施計画」（平成26年6月24日 閣議決定）
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（別紙２）



政府は、公助、共助、自助が最も適切に組み合わされるよう留意しつつ、社会保障制度改革を行うとと
もに、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

二、医療法の一部改正について

１ 医療提供体制等について

オ 国民皆保険の下で行う医療事業の経営の透明性を高めるため、一定の医療法人の計算書類の公告
を義務化することについて検討すること。

◎「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関
する法律案に対する附帯決議」（平成26年6月17日 参議院厚生労働委員会）

5

（別紙３）
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今後の具体的な課題について

○ 医療法人等の間の連携の推進について
・ 非営利ホールディングカンパニー型法人制度（仮称）の創設について
・ 医療法人の分割について
※ 日本再興戦略（別紙１-１・１-２）に記述あり
※ 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律において、「医療
法人間の合併及び権利の移転に関する制度等の見直し」について、「検討を加え、その結
果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」とされている。

○ 社会医療法人制度のあり方について
・ 社会医療法人の認定要件の見直しについて
※ 日本再興戦略（別紙１-２）に記述あり

○ 医療法人の透明性の確保について
・ 一定規模以上の医療法人について外部監査を義務づけることについて
※ 規制改革実施計画（別紙２）に記述あり

・ メディカルサービス法人と医療法人との関係の適正化について
※ 規制改革実施計画（別紙２）に記述あり

・ 一定の医療法人の計算書類の公告を義務化することについて
※ 参議院附帯決議（別紙３）に記述あり

○ 医療法人制度におけるガバナンスの強化について
・ 医療法人の理事長及び理事について、忠実義務、損害賠償責任等を課し、責任範囲等を明
確化することについて
※ 規制改革実施計画（別紙２）に記述あり
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今後のスケジュール（案）

第６回（本日）
・ 非営利ホールディングカンパニー型法人制度（仮称）の創設について
・ 医療法人の透明性の確保及びガバナンスの強化について（外部監査、メディカルサービス法
人、計算書類の公告、会計基準、忠実義務等）
・ 社会医療法人の認定要件の見直しについて
等

第７回（１０月上旬）
・ 非営利ホールディングカンパニー型法人制度（仮称）の創設について
・ 医療法人の分割について
等

第８回（１１月上旬）以降
・ とりまとめに向けた議論



5'E料2

非営利ホールディングカンパニー型法人制度 (仮称)の
創設について
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第5回医療法人の事業展開等に関する検討会(H26.6.27)資料より抜粋

非営利ホールディングカンパニー型法人制度 (仮称)に係る主な論点について

【法人の在り方に関する論点】

① 社員法人の独自性を保証しつつ､非営利ホールディングカンパニー型法人の意思決定等を制度的に共有する仕組み
をどのように作っていくか｡

② 非営利ホールディングカンパニー型法人及び社員法人の問で､資金の融通を行う仕組みをどのように作っていくか｡

③ 非営利ホールディングカンパニー型法人における､非営利性の確保等をどのように図っていくか｡

【事業の在り方等に関する論点】

④ 非営利/T1-ルディンクカンパニー型法人の地理的活動範囲を定める地域要件を設けるべきか｡

⑤ 非営利ホールディングカンパニー聖法人が制度の目的等に従って設立 ･運営されることを確認するための仕組みと
して､どのようなものが考えられるか｡

⑥ 比較的規模が大きくなる非営利ホールディングカンパニー型法人について､その透明性及び適正性の確保を図って
いくべきではないか｡

⑦ 仮称とされている非営利ホールディングカンパニー型法人制度の正式名称について､どのようなものがよいか｡

※ これらの論点について議論しつつ､さらに深めるべき論点や他の論点があれば､さらに議論を進める｡
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第4回医療法人の事業展開等に関する検討会(H26.4.2)資料及び
第5回医療法人の事業展開等に関する検討会(H26.6.27)資料より抜粋

非営利ホールディングカンパニー型法人制度のイメージの一例

｢貫目薗転 X-お手辛苦寿楷書苫b5-重言襟荊葵Ei-お,R75lF:"ち※現時点でのイメ~ジであって､今後､本検討会において具体的に検礼
し_IW __M M M M M _II叫 叫 _" I_I山 川 M M M IM ___叫 ___M M __M M M M J
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①非営利ホールディングカンパニ ー型法人は､
理念を同じくする非営利法人が社員として参

加する社団法人で構成【理念の共有】

②非営利ホールディングカ ンパニー型法人が
行う個々の意思決定に従って

､参加する医療法人等が法人運営を行う 【意思決定の共有】

③クループ内法人間での医療
職や事務職の異動や共同研修

などが可能 【ヒトの活用】④新たにグループ内の非営利法



第 5回医療法人の事業展開等に関する検討会 (H26.6.27)今村委員提出資料

1

2

3

4

｢統括医療法人 (仮称)｣制度の提案

2014年 6月27日

公益社団法人 日本医師会

5

6 ● 2014年度から運用が始まる病床機能報告制度による情報を活用して､2015

7 年度以降､地域医療構想 (ビジョン)を策定し､医療機能の分化 ･連携を

8 推進する｡

9 ● 日本の医療を担ってきた地域の医療機関が､地域包括ケアシステムの構築

10 にむけてさらにその機能を発揮できるよう､健全な育成を推進する｡

11 ● 以上の実現にむけて､日本医師会は､非営利原則を堅持 しつつ､地域の医

12 療機関が有機的に連携できるよう｢統括医療法人 (仮称)｣制度を提案する0

13

14

15 1.統括医療法人のイメージ

16 ● 医療法に基づく医療法人の一類型である｡理事長は､原則として医師

17 とする｡統括医療法人の社員は､参加法人､及び個人立病院 ･個人立

18 診療所の開設者とする0

19 ● 参加法人は､医療法人または社会福祉法人であること｡なお､社会福

20 祉法人は､病院､診療所または介護老人保健施設を開設している者に

21 限る｡

22. ●一社員総会の議決権は､拠出 ･出資額､規模等にかかわらず一社員一票

23 とする｡一社員一票のため､参加法人の関係者 (役職員､親族等)は

24 社員になることはできない｡

25 ● 特定の企業の影響下にある参加法人及び個人は､統括医療法人の社員

26 になることはできない｡

27 ● 統括医療法人は配当を行ってはならない｡また､統括医療法人と参加

28 法人との間､及び参加法人間で資金を融通する場合において､剰余金

29 等の配当とみなされる行為を行ってはならない｡

30 ● 統括医療法人は､地域医療ビジョン及び ｢協議の場｣の結果に従い､



LD

1 またそのカバーする範囲は､当該法人が立地する地域医療ビジョンの

2 構想区域とする｡

3 ● 大学法人は統括医療法人を設立することはできないDまた､国立病院

4 機構や公的医療機関等が参加する場合には､本部機能から切り離す｡

5

6

7 2.統括医療法人の地域における非営利性の確保

8 ● 統括医療法人の設立 ･拡大にあたり､外資を含む金融機関等が深く関

9 与 し､実質的に支配されることがないよう､行政､地域の関係者等が

10 監視 ･評価できるよう仕組みを設ける｡また､医療機関の不動産等を

11 担保とした資金調達により､統括医療法人の拡大戦略に走るようなこ

12 とは､地域医療の安定的確保の観点から認められない0

13 ● 都道府県知事は､統括医療法人及びその参加法人が営利性の高い特定

14 の者と関係が強いと認められる場合など､要件を満たさないときは設

15 立を認可しない｡

16 ● 都道府県知事は､統括医療法人及び参加法人が営利性の高い特定の者

17 と関係を持つようになった場合､設立認可の取消の他､解散を要請す

18 ることや､役員解任等の必要な措置をとることを命じることができる｡

19 さらに､それに従わない場合は業務停止命令等ができる0

20 ● 統括医療法人は､医療法人会計基準の ｢関連当事者｣に関する規定の

21 開示を行う｡

22 関連当事者とは1

23 イ 関係法人(当該医療法人の役員職員等が他の法人の意思決定機関の

24 過半数を構成する場合の他の法人､他の法人の役員職員等が当該医

25 療法人の意思決定機関の過半数を構成する場合の他の法人､当該医

26 療法人と他の法人のいずれか一方が他方の資金調達額の過半の融

27 資 (債務保証を含む｡)を行っている場合の他の法人又は当該医療

28 法人と他の法人のいずれか一方が他方の意思決定に関する重要な

1四病院団体協議会 (会計基準策定小委員会)が取りまとめた ｢医療法人会計基準に関する検討報告書｣

2医療法人会計基準 (3)医療法人会計基準注解<注20> 関連当事者との取引の記載範凶について



(0

1 契約を有する場合の他の法人を言う｡以下同じO)

2 ロ 当該医療法人と同一の関係法人をもつ法人

3 ハ 当該医療法人の役員及びその近親者(配偶者及び二親等内の親族を

4 言 う｡以下同じ｡)

5 二 当該医療法人の役員及びその近親者が支配 している法人

6 ● 統括医療法人は､株式会社を設立すること､株式会社の株主となるこ

7 とはできない｡

8

9

10 3.統括医療法人の適正な運営の確保

11 ● 統括医療法人の設立 ･合併 ･解散は､都道府県知事が認可する｡知事は､

12 認可 ･不認可の決定に当たり､都道府県医療審議会の意見聴取だけでは

13 なく､その審議結果及び ｢協議の場｣の結果を最大限に尊重するOまた､

14 地域医療ビジョン､地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に

15 関する法律に基づく都道府県計画及び市町村計画も考慮するD

16 ● 地域の関係者で構成する委員会を設け､必要に応 じて､その一建議により

17 医療審議会の審議事項とする仕組みを設ける0

18 ● 統括医療法人の設立後も､地域医療ビジョンの実現のため､地域医師会

19 も参画する ｢協議の場｣において統括医療法人の事業運営状況を評価す

20 る仕組みを設ける｡また統括医療法人には､事業運営に当たり､｢協議の

21 場｣の協議結果の遵守を求める｡

22 ● 外部監査を義務づける｡

23 ● 地域住民等からの開示請求いかんにかかわらず､財務諸表や事業報告書

24 等を､ホームページを含めて常時閲覧できるようにする.

25 ● 統括医療法人が財団の場合は､評議員に地域の関係者代表を加える｡

26 ● 統括医療法人自体は､病院､診療所､介護老人保健施設を経営 しない｡

27

28



統括医療法人(仮称)のイメージ

統括医療法人には､地域医療ビジョン､地域医師会も参画する｢協議の場｣の協議結果
の遵守を求める｡

地域医療ビジョンの｢構想区域｣

を力バT 統括医療法人の

参加法人は非営利法人(医療法人と医療機関を開設す

る社会福祉法人)o特定企業b)
影響の下にある法人の

参加は不可○情報開示の徹底と事

後フォロー● 財務諸表.事業報告書

の開示● 第三者が事業運営の状況を

評価● 外部監査の義務付け



l前回の検討会での議論について l

① 社員法人の独自性を保障しつつ､非営利ホールディングカンパニー型法人の意思決定等
を制度的に共有する仕組みをどのように作っていくか○

Ⅰ 理念の共有につ
いて社員法人における理念の共有に

ついてⅡ■意思決定の共有
について1 HD法人が行う意思決定の範

囲について2 HD法人の社員総会における意思

決定について0 ,日本医師会提案の ｢統括医療法人 (僻 か)｣′のとおり､社員総会の議決
権は､拠出 .出資額､規模等にかかわらず一社員-議決権とすべきではないか○また､

一社員-議決権とした場合には､社員法人の関係者 (役職員､親族等)は社員になることはできないとすべ

さではないか. 1○ 出資割合に応じて議決権を与えることは､株式会社の論理を
導入することであり､また､立ち位置が異なる社員法人が平等に発言できるようにするという観点からも

､不適切ではないか｡O HD法人に対する出資割合や債務保証の割合に応じて議決権
を与えるということは､資本の論理を導入するということであり､これまでの法改正を踏

まえた医療法人制度における非営利性の考え方に

そぐわないのではないか｡○ 法人の規模に応じて議決権を与えるとした場合､小さな規
模の法人などが入りづらくなるため､規模､機能に関わりなく発言できるような仕

組みがよいのではないか｡O HD法人は医療法人の一雑聖を作るという話より､もう少し
広い概念で話が進んでいると考える｡そうした場合､地域の中の様々な組織の一つ一つが､経営主体としての発言権を

持

つことが重要ではないか｡○ 新たな法人制度は､非営利の原則堅持､地域医療の充実と
いう観点から､医療法人の一類型とし､理事長も原則

医師とすべきではないか｡O HD法人の社員総会の議決権を定款で自由に定められるとし
た場合､歯止めがかからなくなってしまうため､不適当ではないか｡

2 ○ HD法人は､社員法人が自発的に集まって設立されるものであ

り､強制的なものではない○これを前提とすると､全体最適を目指すために､例えば､社
員法人の信頼関係の中で､HD法人の社員又は理事という特定の運営者に､ある程度運

営の権限を委ねるなど柔軟な形も考えられるのではないかCまた､非営利は営利と異な
り､所有権ではなく組織目的に沿つて人選をしていくことが必要であり､その観点から

すると､組織目的にかなう理事等の人選を､どのように地域社会も含んで行えるかとい

う仕組みづくりがより重要ではないか○3 社員法人が共

有すべき意思決定の範囲の明確化について4 社員法人がHpD法人の意思決定に従って

運営する､ことの制度的な担保措置について○ 社員法人の社員の過半数をHD法人及び
その理事が占めることについては､社員法人がHD法人に支配されることとなり､例えば
､社員法人が持っている医療又は介護の機能を-方的に処分､分割､再編することなどが

行われる恐れがある○したがって､手段としては､強力すぎるものであり､HD法人の意思決定に反しない限り､社員法人が独自に運営を行う

ことができろこととは相容れないのではないかo 3○ 社会福祉法人の評議員会の意思とHD法人の意思と
が一致しないときは､その調整が難しくなるのではないかC

5 社員法人のHD法人からの脱退に係る仕組みの整備について○ 仮に社員法人の社員
の過半数をHD法人及びその理事が占める仕組みを導入するとした場合であって､社員法

人の社員総会におけるHD法人からの脱退の議案については利益相反的なものとしてHD法人及びその理事は議決権がないという整理をする

のであれば､他に利益相反的なものがあるのか整理が必要ではないかC○ HD法人に社員総会又は理



② 非営利ホールディングカンパニー型法人及び社員法人の間で､資金の融通を行う仕組み
をどのように作っていくか. ■

1 資金の融通の手段につい

て2 資金の融通の対象となる社員法人の要件につ

いて3 資金の融通の目的に

ついて○ 社会福祉法人の収入の多くは非課税であるが､その収入から生じた資金を医療
法人の行う課税事業に融通することは､社会的に受け入れられないと思われるので､整理が必要で

はないか. 5③ 非営利ホールディングカンパ二-型法人における､非営利性の確保等をどのように図

つていくか○1 HD法人が非

営利性を確保すること○ HD法人は配当を行ってはならず､またHD法人と社員法人との
聞及び社員法人間で資金を融通する場合において､剰余金等の配当とみなされる行為を行ってほならな

いとすべきではないか.○ HD法人の設立及び拡大に当たり､外資を含む金融機関等
が深く関与し､HD法人が実質的に支配されることがないよう､また､HD法人が一方的な
拡大戦略に走らないよう､行政､地域の関係者等が監視 .評価できるよう

な仕組みを設けるべきではないか○○ 都道府県知事は､HD法人及びその社員法人が営利
性の高い特定の者と関係が強いと認められる場合など､要件を満たさないときは

設立を認可しないとすべきではないか○○ 都道府県知事は､HD法人及び社員法人が営利
性の高い特定の者と関係を持つようになつた場合､設立認可の取消の他､解散を要求す

ることや､役員解任等の必要な措置を命じることができることとし､これに従オつ夫j:い場合には､業務

停止命令等ができるとすべきではないか○ 6 ○ HD法人の運営に､地域

住民の利益をどのように反映するかが課題ではないか○○ HD法人の運営に地域住民の利
益を反映するためにも､正に地域住民の意向をどう考えるかが基本的な考え方とし

て進められる ｢協議の場｣の結果を尊重すべきではないか.○ 地域住民の意見を全て聴くことは財源の問題から困難であり､地域

住民の意見の反映は一定程度､制限されるべきではないかo○ HD法人は､株式会社を設立すること､株式会社の株主となることはでき

ないとすべきで2 HD法人の社員における権利 .義務について○ 特定の企業の影響下にある法人及び個

人は､HD法人の社員になることはできないこととすべきではないか.○ 個人が社員としてHD法人に参加する場合は､個人立の病院 .診

療所の開設者を社員としてはどうか. 73 HD法人の社員法人について○ 国
立病院､自治体病院その他公的医療機関等は､構想区域を越えた広域的な組織であり､法人本部の意思決定が′地域医療ビジョンや ｢協議の場｣での考え方と相容

れない場合も考えられるため､本部機能から切り-dす必要があるのではないかoO
大学病院はもともと医師等の医療関係者の養成や高度な医療技術の提供 ･研究が設立趣旨
であり､個々の地域に根付き､理念を共有する中小法人等が互いに人材や資金等を融通し合うというHD法人の考え方とは､か



④ 非営利ホールディングカンパニー型法人の地理的活動範囲を定める地域要件を設けるベ
書か.

○ HD法人制度の趣旨は､地域に根差して医療を提供してきた医療法人等の横の連携を強
化して､地域で医療等が完結するシステムを作ろうということであり､そうであれば､

地域の概念については､日本医師会提案の ｢統括医療法人 (イ反称)｣のとおり､地域医
療構想の構想区域とすることが最も妥当ではな

いか○ 9⑤ 非営利ホールディングカンパ±-型法人が制度の日的等に従って設立 .運
営されることを確認するための仕組みとして､どのようなものが

考えられるか○○ HD法人の設立 .合併 .月報女は､都道府県知事が認可すべきではないか

○その際､都道府県知事は､認可 .不認可の決定に当たり､都道府県医療審議会の意見
聴取だけではなく､その審議結果及び ｢協議の場｣の結果を最大限に尊重すべきではな

いか○また､地域医療構想並びに地域における医療及び介護の総合的な確保のための事
業の実施に関する都道府県計画及び市町村計画

も考慮すべきではないか○○ 都道府県知事は､HD法人及びその社員法人が営利性の高い特
定の者と関係が強し＼と認められる場合など､要件を満たさないときは設立を認可しないと

すべきではないかo (再掲)○ 都道府県知事は､HD法人及び社員法人が営利性の高
い特定の者と関係を持つようになつた場合､設立認可の取消の他､角鞘女を要求すること

や､役員解任等の必要な措置を命じることができることとし､これに従わない場合には.､業務停止命令等が

できるとすべきではないか○ (再掲)○ 必要に応じて､地域の関係者で構成する委員
会を設け､同委員会よりHD法人の運営に関する建議があれば､都道府県医療審議会で審

議を行う仕組みを設けるべきではないか. 10 O HD法人の設立後も､地域医療構想

の実現のため､地域医師会も参画する ｢協議の場｣において､HD法人の事業運営

状況を評価する仕組∂ナを設けるべきではないか0O HD法人には､事業運営に当たり､ ｢協議の場

｣の協議結果の遵守を求めるべきではないか｡O HD法人自体は､病院､診療所又は介護老人

保健施設を経営しないものとすべきではないか.⑥ 比較的規模が大きくなる非営利ホールディングカンパ二-型法人について､その透明

性及び適正性の確保を図っていくべきではないか.O HD法人は､医療法人会計基準におけ
る ｢関連当事者｣に関する開示を行うべきではないか

○○ HD法人は､外部監査を義務付けるべきではないか.○ HD法人は､その財務諸表や事業報告書等を､ホームページ



⑦ 仮称とされている非営利ホールディングカンパニー型法人制度の正式名称について､ど
のようなものがよいか○

〇 統括医療法人としてはどうかoまた､介護も入ってくるのであれば､統括医療介護法
人という意見もあ

る○○ 非営利総括医原法人としてはどうか

○ 13

⑧ その他○ もう少し具体的に分かるようにして説明

してほしい○○ まだよく分から

ない点が残る○○ 医療法人の-類型として考えるのか､それとも医療 .福祉推進のため
の組織ということで考えるのか､厚生労働省ではど

う考えているのか○○ 何がメリットとしてホールディングカンパニーにあるのか､というのが見えてこないの



新型法人の具体的イメージ案について

12



○ 新型法人設立の趣旨 ･期待できる効果としては､どのようなことが考えられるか｡

(以下は議論のためのたたき台)

新型法人設立の趣旨

新型法人を設立し､既存法人の独自性を一定程度保障しながら､ゲル-プ全体に関する意思決定を一元的に
行うことで複数の医療法人等を一体的に運営していくこととすると､これにより､地域の医療提供体制におい
て医療法人等問の横の連携を強化し､競争よりも協調を進めることで､病床機能の分化 ･連携などを行い､地
域包括ケアをさらに進めていくとともに､医療資源 (ヒト･モノ ･カネ)を効率的に活用することで医療提供
体制を確保することができるのではないか｡

期待できる効果

以下の効果が考えられるのではないか｡
○ 医療等サービスの向上 (地域包括ケアの推進)

新型法人において､参カロ法人を含めた運営方針を決定し､医療資源等を効率的に活用することにより､
地域住民に対する医療等のサービスを向上させる｡
･当該患者の症状に合ったクループ内医療機関の相談 ･紹介
･クループ内医療機関の患者情報の一元的把握
･退院支援 ･退院調整ルールの策定
･救急受入ルールの策定
･介護事業を行う株式会社に出資することによる介護事業の拡充
･在宅医療 ･介護事業に未参入の医療法人が事業を新たに実施 (クループ内からノウハウ ･資金を入手)

○ 法人の経営効率の改善等 (医療提供体制の確保)
クループの一体的運営によりヒト･モノ ･カネを有効活用し､各法人の経営効率を改善させることで､

医療提供体制の確保を図る｡
･クループ全体での採用 ･人事異動
･クループ全体での従業者のキャリアパスの構築
･管理業務 ･共通業務の一括実施 (統一システム､共同研修､共同物品購入､庶務等)
･医薬nE=(]等の共同購入 ･シーツのクリーニング等を一括で行う株式会社に出資して効率性を向上
･クループ内の資金融通 (貸付等)の実施
･クループとしてのブランドカ (信用力)の獲得 13



○ 新型法人制度のガバナンス として､どのような仕組みが考えられるか｡

(以下は議論のためのたたき台)

社員総会 (意思決定

機関)<参加法人は
新型法人の社員となり意思決定

に関与>l l: 社員A :
: 社員B :l; 社員C ;:(医療法人A)■J:(医療法人B);J

:(その他法人C):理事会 (執行機関) 評議員会 (監督機関)

<参加法人の代表等が新型法人の秤義員となり執

行機関を監督>l 評I (医療5義貝A .･ 評議員B .人A役員) ll (医療法人B役員) .

J i1L_(i_の_1_議員C :■評議員D(地域関係者):ミ弘 G箆乱∴L__揮最

._医師宣長等)"｣理事会 (意思決定機関 .執行機関)く参加法人の代表者が新型法人



医療法人の透明性の確保及びガバナンスの強化に
ついて

資料３



Ⅱ 分野別措置事項
１ 健康・医療分野
（２）個別措置事項
⑧ 医療機関の経営基盤の強化

○ 事項名
医療法人の経営の透明化・適正化

○ 規制改革の内容
医療法人が、法令等を厳格に遵守し、健全かつ適切な業務運営を行うために以下の点について検

討を行う。

・ 社会的に影響が大きい一定規模以上の医療法人について、外部監査を義務づけること

・ 一般社団法人及び一般財団法人と同様に、医療法人の理事長及び理事について、忠実義務、損
害賠償責任等を課し、責任範囲等を明確化すること

・ メディカルサービス法人と医療法人との関係の適正化など医療法人が法令遵守体制を構築する
ための方策

○ 実施時期
平成26年度検討・結論

◎「規制改革実施計画」（平成26年6月24日 閣議決定）

1



政府は、公助、共助、自助が最も適切に組み合わされるよう留意しつつ、社会保障制度改革を行うとと
もに、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

二、医療法の一部改正について

１ 医療提供体制等について

オ 国民皆保険の下で行う医療事業の経営の透明性を高めるため、一定の医療法人の計算書類の公告
を義務化することについて検討すること。

◎「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関
する法律案に対する附帯決議」（平成26年6月17日 参議院厚生労働委員会）

2



3

主な論点

○ 一定規模以上の医療法人について外部監査を義務づけることについて、どのよ
うに考えるか。

○ 医療法人の理事長及び理事について、忠実義務、損害賠償責任等を課し、責任
範囲等を明確化することについて、どのように考えるか。

○ メディカルサービス法人と医療法人との関係の適正化など医療法人が法令遵守
体制を構築するための方策について、どのように考えるか。

○ 医療法人の会計基準の適用について、どのように考えるか。

○ 一定の医療法人の計算書類の公告を義務化することについて、どのように考え
るか。



医療法人 社会医療法人 社会福祉法人
一般社団法人・
一般財団法人

公益社団法人・
公益財団法人

学校法人 株式会社

根拠 通知 法律 通知 法律 法律 法律 法律

対象
規模

病院又は介護老人保
健施設等を開設する
医療法人の場合
⇒外部監査が行わ

れることが望ましい。
※特に負債額100億

円以上の法人は、
公認会計士又は監
査法人による監査
あるいは指導を受
けることが望ましい。

社会医療法人債を
発行する場合
⇒財産目録、貸借

対照表及び損益
計算書を公認会
計士又は監査法
人に提出し、監
査報告書の届出
が必要。

資産額100億円
以上又は負債額
50億円以上又は
収支決算額10億
円以上の法人

⇒2年に1回の外部
監査が望ましい。
その他の法人

⇒5年に1回の外部
監査が望ましい。

負債額200億円以
上
⇒会計監査人の

設置が必要

収益、費用損失
1000億円以上若
しくは負債額50億
円以上
⇒会計監査人の

設置が必要

1,000万円以
上の助成を受
けている場合
⇒公認会計

士又は監査
法人の監査
報告書が必
要。

資本金5億円以
上又は負債額
200億円以上
⇒会計監査人

の設置が必要

実施者
の要件

・公認会計士
・監査法人

・公認会計士
・監査法人

・公認会計士
・監査法人
・税理士
・会計の知識を有
する者
・社会福祉事業の
学識経験者

・公認会計士
・監査法人

・公認会計士
・監査法人

・公認会計士
・監査法人

・公認会計士
・監査法人

対象
範囲

規定なし ・財産目録
・貸借対照表
・損益計算書

財産状況等
・財務諸表（財産
目録、貸借対照
表、資金収支計
算書、事業活動
計算書）
・会計管理体制
・法人の組織運
営、事業等

・計算書類（貸借
対照表、損益計
算書）

・その附属明細書
・財産目録
・キャッシュフロー

計算書

・計算書類（貸借
対照表、損益計
算書）

・その附属明細書
・財産目録
・キャッシュフロー

計算書

・貸借対照表
・収支計算書
・その他の財

務計算に関
する 書類

・計算書類（貸
借対照表、損
益計算書）

・附属明細書
・臨時計算書類
・連結計算書類

4

○ 各法人制度における外部監査（財務）の状況について



○ 一般社団法人・一般財団法人における理事の忠実義務等について

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）

（忠実義務）

第８３条 理事は、法令及び定款並びに社員総会の決議を遵守し、一般社団法人のため忠実にその職

務を行わなければならない。

（競業及び利益相反取引の制限）

第８４条 理事は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、そ

の承認を受けなければならない。

一 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。

二 理事が自己又は第三者のために一般社団法人と取引をしようとするとき。

三 一般社団法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において一般社団法人と

当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

２ 民法 （明治２９年法律第８９号）第１０８条の規定は、前項の承認を受けた同項第２号の取引につい

ては、適用しない。
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（理事の報告義務）

第８５条 理事は、一般社団法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、

直ちに、当該事実を社員（監事設置一般社団法人にあっては、監事）に報告しなければならない。

（役員等の一般社団法人に対する損害賠償責任）

第１１１条 理事、監事又は会計監査人（以下この款及び第３０１条第２項第１１号において「役員等」とい

う。）は、その任務を怠ったときは、一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

２ 理事が第８４条第１項の規定に違反して同項第１号の取引をしたときは、当該取引によって理事又は

第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。

３ 第８４条第１項第２号又は第３号の取引によって一般社団法人に損害が生じたときは、次に掲げる理

事は、その任務を怠ったものと推定する。

一 第８４条第１項の理事

二 一般社団法人が当該取引をすることを決定した理事

三 当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事

※ 一般財団法人の理事については、第１９７条・第１９８条において、上記規定を準用している。

6
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○ 各法人制度における関連当事者との取引について

医療法人
社会福祉法人 公益法人 学校法人 株式会社

社会医療法人

形式 財務諸表注記 事業報告 財務諸表注記 財務諸表注記 財務諸表注記 事業報告 財務諸表注記

関連当事者の範囲

＜法人＞
・関係法人（当該医療
法人の役職員等が他
の法人の意思決定機
関の過半数を構成す
る場合の他の法人な
ど）
・当該医療法人と同
一の関係法人を持つ
法人
・役員及びその近親
者が支配している法
人

＜法人＞
・医療法人の関係者
等（当該医療法人の
理事、監事、社員、評
議員又はそれらの配
偶者及び親族）が社
員等となっている他の
法人

＜法人＞
役員及びその近親者
が議決権の過半数を
有している法人

＜法人＞
・公益法人を支配する
法人
・公益法人によって支
配される法人
・公益法人と同一の支
配法人を持つ法人
・役員及びその近親
者が議決権の過半数
を有している法人

＜法人＞
・関係法人（一定の人的関係、資
金関係等を有する法人）
・当該学校法人と同一の関係法人
を持つ法人
・役員及びその近親者が支配して
いる法人

＜法人＞
・親会社
・子会社
・親会社の子会社 等

＜個人＞
役員及びその近親者

＜個人＞
－

＜個人＞
役員及びその近親者

＜個人＞
・役員又は評議員及
びそれらの近親者

＜個人＞
・役員及びその近親者

＜個人＞
・主要株主及び近親
者
・役員及びその近親
者

対象取引の範囲

＜法人の場合＞
事業費用の合計額の
10％超の取引 等

取引状況（例えば、病
院の清掃を請け負う
等）を記載

年間1,000万円超の
取引

＜法人の場合＞
経常費用の合計額の
10％超の取引 等

＜法人の場合＞
収入の1/100に相当
する金額を超える取
引 等

取引状況を
記載

取引状況を記載（市
場価格等の場合は省
略可）

＜個人の場合＞
年間1,000万円超の
取引

＜個人の場合＞
年間100万円超の取
引

＜個人の場合＞
年間100万円超の取
引

○ 各法人制度における会計基準の適用について

医療法人会計基準
社会医療法人債を発
行する社会医療法人
の会計基準

社会福祉法人会計基
準

公益法人会計基準 学校法人会計基準 会社会計規則

規定レベル
通知

（任意）
省令

通知（原則適用）
→ 法令へ検討中

内閣府定め
（任意）

省令 省令
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医療法人会計基準に関する検討報告書のポイント（平成２６年２月２６日・四病院団体協議会）

1. 報告書会計基準の位置づけ
○ 医療法第５０条の２に規定される医療法人が準拠すべき「一般に公正妥当と認められる会計の慣行」を具体化するものの一

つとして取りまとめたもの
○ 決算書に関する表示基準はあるが、具体的な処理基準がないという問題の解決を図ることを意図している
○ 現行の閲覧対象となっている様式を定めた省令・通知は、会計基準制定後も引き続き実質的に同じ内容で存続することを

前提として整理したもの
○ 一人医師医療法人についてまで適用することを前提としたものではない

2. 報告書会計基準の基本的な考え方
○ 計算書類の構成については、医療法の規定が、その要旨ではなく事業報告書等そのものを閲覧対象としていることとの整

合性を図るため、一般閲覧対象とすることを前提とはしないが決算において整備すべき情報内容は、「注記表」として整理して
いる

○ 民間非営利法人である医療法人が株式会社等の企業とは種類の異なる法人であることから、近年、投資情報重視型に改定
されている企業会計の手法は、他の民間非営利法人の会計基準でも取り入れられている範囲に限定している

○ 医療法人のすべての会計制度について網羅的に規定したものではなく、医療法人全体の計算書類に係る部分のみを対象
としたもの

3. 報告書の構成
○ 「はじめに」で、医療法人会計の現状と、本報告の検討の経緯と基本的な考え方を解説
○ 「医療法人会計基準」を前文、本文、注解の構成で明文化
○ 「個別論点と実務上の対応」で、医療法人における会計の特徴的な処理や、論点となり得る項目について解説
○ 「現行の省令、通知への影響」で、企業会計の用語となっている部分を中心とした改正の必要性を要請
○ 「病院会計準則適用ガイドライン」で、当該通知に準じて本基準案と病院会計準則との調整方法を解説
○ 「本報告書を前提とした計算書類のイメージ」で、会計基準が処理基準で表示基準が別にあることで全体像が見えにくい点

を補完するために仮設金額を入れた計算書類の具体的な姿を提示

○ 医療法人の会計基準について



9

4. 報告書会計基準の主な処理基準の概要
○ 純資産に係る会計処理方法につき、配当が禁止されている法人類型であることを重視して、出資金（持分の定めのある社

団医療法人限定）、基金（基金制度を採用する社団医療法限定）、積立金、評価換算差額等の構成とする
○ 収益及び費用の分類方法は、省令で示されている分類の考え方を踏襲し、資金調達及び資金運用に係る費用収益以外

の施設等に帰属が明確な付随的な費用収益については、事業損益に計上する
○ 注記表の内容は、貸借対照表及び損益計算書の作成の前提となる事項（重要な会計方針に係る事項等）及び補足する

事項（貸借対照表及び損益計算書の明細に係る情報並びに関連当事者に関する事項、重要な後発事象に関する事項等）
とする。

○ 省令により、社会医療法人債発行法人に追加的に作成が義務付けられている決算関係書類のうち、キャッシュ・フロー計
算書、純資産変動計算書、附属明細書（有価証券明細書、有形固定資産等明細書、借入金等明細書、引当金明細書、事
業費用明細書）の表記する情報については、注記表の項目としている

○ 注記表の内容のうち、キャッシュ・フロー項目と関連当事者項目は、社会医療法人に限定する
○ ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うが、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、一契約におけるリース料総額が300 万円未満の取引のほか、リース取引開始日が本会計基準適
用前又は一定の法人の場合は、賃貸借処理を行うことができる

○ 退職給付会計は採用するが、会計基準適用に伴う新たな会計処理の採用に関する経過的取り扱いとして適用時差異の
15 年内分割費用処理を許容するほか、一定の法人については簡便法を無条件に適用することする

○ 退職給付会計の無条件簡便法適用、ファイナンス・リース取引の賃貸借処理、貸倒引当金の税法基準の適用といった簡
易な会計処理が許容される一定の法人の範囲は、社会医療法人以外の負債総額200 億円未満の法人とする

○ 有価証券を保有する場合には、原則として時価により貸借対照表に計上する方法を採用
○ 棚卸資産の評価方法は、期間損益に著しい弊害がない限り最終仕入原価法の採用ができる
○ 固定資産の減損会計及び資産除去債務に関する企業会計の基準は取り入れないが、時価の著しい下落に伴う評価減の

際に使用価値を考慮することができることとする
○ 重要性がある場合に限り、税効果会計を適用する
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○ 各法人制度における財務諸表の公告等について

（医政局医療経営支援課調べ）

医療法人 社会医療法人 社会福祉法人 ＮＰＯ法人
一般社団（又は財

団）法人
公益社団（又は財
団）法人

学校法人 株式会社

根拠法 医療法 医療法 社会福祉法
特定非営利活動促

進法

一般社団法人及び
一般財団法人に関

する法律

公益社団法人及び
公益財団法人の認
定等に関する法律

私立学校法 会社法

種類

財産目録
貸借対照表
損益計算書

（51条）

財産目録
貸借対照表
損益計算書

（51条）
※社会医療法人債発
行法人にあっては、

ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ計算書、
純資産変動計算書、
附属明細書が追加

財産目録
貸借対照表
収支計算書

（44条）

財産目録
貸借対照表
活動計算書

（27条）

貸借対照表
損益計算書
附属明細書

（123条、199条）

同左

財産目録
貸借対照表
活動計算書

（47条）

貸借対照表
損益計算書
附属明細書

その他法務省令で
定めるもの
（435条）

行政庁への届
出

○
（52条）

○
（52条）

○
（59条、社会福祉法

施行規則9条）

○
（29条）

－
○

（22条）

○
（私立学校振興助成

法14条）
※補助金の交付を
受ける学校法人

－

各法人におけ
る公開請求へ
の対応

○
（51条の2）

○
（51条の2）

○
（44条）

○
（28条）

○
（129条、199条）

○
（21条）

○
（47条）

○
（442条）

請求の対象者
社員、評議員、債権
者

一般市民
福祉ｻｰﾋﾞｽ利用者

利害関係人
社員

利害関係人
社員、債権者 一般市民

在学者
利害関係人

株主、債権者

公告 － －

○
（通知により、ｲﾝﾀｰﾈｯ
ﾄを活用した公表を義

務化）
－

○
貸借対照表

※大規模一般社団（又
は財団）法人（負債額
200億円以上）にあっ
ては、貸借対照表及

び損益計算書

（128条）

○

同左

－

○
貸借対照表

※大会社（資本金5億
円以上又は負債額200
億円以上）にあっては、
貸借対照表及び損益

計算書

（440条）



資料4

社会医療法人の認定要件の見直しについて



? ◎ r日本再興戦略｣改訂2014(平成26年6月24日 閣議決定) rrll
J第二 3つのアクションプラン
lニ 戦略市場創造プラン

lテーマ 1:国民の .｢健康寿命｣の延伸
l (3)新たに講ずべき具体的施策

)効率的で質の高いサービス提供体制の確立

:② 医療法人制度に断 る規制の見直し

l 以下の事項について､年内に検討し､その結果に基づいて､制度的措置を速やかに講ずる｡ l

] r

l ･社会医療法人の認定要件の見直し l
l 社会医療法人の一層の普及を図るため･地域の実情を踏まえた認定要件とするo l
l l
I____________________[______[_____I

IA

社会医療法人の一層の普及を図るため､どのような地域の事情を踏まえた認定要件と
することが考えられる



◎第3回産業競争力会議医療･介車等分科会(平成25年11月8日) -

ll増田寛也主査〔抜粋〕
: 社会医療法人の認可要件の緩和については､社会医療法人の数がまだあまり
多くないところだが､数を増やすというよりは､そもそも地域によっていろい
ろ状況は違うのではないか｡社会医療法人の認定要件について､例えば救急医

l療については夜間休日搬送受入件数が年間750件以上と数字できちんと定められ

ているが､地域によってかなり状況が違うのではないか｡都心部での年間750件

と､地方部での750件では､クリアするハードルの高さが全く違う｡そういった

点について､よく検討していただきたい｡

二二二_
I
l
l
l
l
l
l
∫
l
J
-
1
1
1
1



平成26年度地方分権改革に関する提案募集に係る検討要請について

提案事項:社会医療法人の認定要件緩和

提案団体:九州地方知事会

社会医療法人の認定に当たって､複
数の県に医療施設を設置している医

療法人について､地域の医療提供体
制を確保するため､例えば､当該施設
の設置エリアが-の｢定住自立圏｣内

にある場合や事業規模が-の県に集
中している場合は､-の県に医療施
設を設置する医療法人とみなし､-の

県のみに医療施設を設置している医
療法人と同等の取扱いとすること｡
(参考)

｢同等の取扱い｣とは､-の県のみで
救急医療確保等事業を行っていれば
認定要件を満たすこととすることを指
す｡

【支障】

複数の県に医療施設を設置している医療法人が厚生労働大臣による社会医療法人の

認定を得るためには､厚生労働省医政局長通知に基づき､それぞれの県の医療施設
において救急医療確保等事業を実施することが要件の一つとして定められており､-
の県にしか施設を有さない医療法人と比較しハードルが高い.

そのため､医療法人が社会医療法人の認定要件を満たすために､一方の県に置く医

療施設の数が少なく､不採算の場合､一方の県の全ての医療施設を廃止する可能性
がある｡そうした場合､廃止となる地域に他の医療施設が少ない場合､医療の安定的
な提供体制が崩壊するおそれがある｡

【改正の必要性】

複数の県に医療施設を設置している医療法人が社会医療法人の認定を得る場合にお

いて､例えば｢定住自立圏｣を県境を越えて形成している場合又は事業規模(経営規
模･人員規模等)が-の県に集中している場合､社会医療法人の認定にあっては-の
県に医療施設を設置しているとみなし､-の県のみに医療施設を置く医療法人と同様
の取扱いとする｡

そうすることで､社会医療法人の認定のために､-の県の医療施設を廃止する等の動

きを誘発することはなく､引き続き医療提供が継続されるため､関係県の地域住民に

とってもウインウインの関係を築くことができる｡(なお､一旦社会医療法人の認定を受

ければ､その後､不採算の医療施設を廃止するためには､それまでの税の優遇措置
分も返還する必要があるため､医療法人に対し施設廃止の動きに一定のブレーキが
かかる｡)



平成26年度地方分権改革に関する提案募集に係る検討要請について

提案事項:社会医療法人の認定要件拡充

提案団体:熊本県

社会医療法人の認定要件である｢へ

き地医療への支援実績｣について､へ
き地診療所だけでなくへき地医療拠
点病院への医師派遣についても認定
要件とすること

【支障】

へき地診療所を支えるへき地拠点病院の常勤医師数が減少傾向にあり､へき地拠点
病院からへき地診療所への医師派遣が厳しい状況にある｡

【制度改正の必要性】
平成20年厚生労働省告示第119号｢医療法第42条の2第1項第5号に規定する厚生労

働大臣が定める基準｣第3条1号イ｢へき地にある診療所｣を｢へき地にある診療所又

はへき地医療拠点病院｣に改め､へき地医療等を行う社会医療法人の認定要件を拡
充し､その数を増やすことで､へき地医療拠点病院の支援体制を確保する｡
(参考)
本県では､県内のへき地診療所17か所のうち､常勤医師を確保できている診療所は4

か所のみ｡また､へき地医療を支えるへき地医療拠点病院の常勤医師数が減少傾向
にあり､ここ10年でピーク時から約30%減少している病院もある0

4



《参考資料》

○社会医療法人は､平成18年医療法改正において､公立病院改革が進む中で､民間の高い活力を活かしな
がら､地域住民にとって､不可欠な救急医療等確保事業を担う､公益性の高い医療法人として制度化された
(都道府県知事の認定)

o○社会医療法人における医療保健業の法人税等は非課税となって



《参考資料》

1.救急医療等の事 業 に 関 す る要件
【主な要件】

○救急医療､災害医療､へき地医療､周産期医療又は小児救急医療の医療連携体制を担う医療機関として
医療計画に記載されていること

○救急医療､災害医療､へき地医療､周産期医療又は小児救急医療について､以下の実績を有していること 等

救急医療 休日.夜間.深夜加算算定件数(初診)/初診料算定件数-20%以上､又は､夜間休日搬送受入件数-年間750件以上
※精神科救急:年間時間外診療件数=3カ年で人口1万対7.5

件災害医療 救急医療の基準の8割の実績を有しており､かつ､DM今T(災害派遣医療チーム)を保有し防災訓練に参加し

たことヘき地 病院の場合は､週1回を超えて巡回診療.医師派遣を行っていること(直近に終了した会計年度の延べ派遣日数(派遣日数を医師数で乗じた日数)が53日以上

であること)医療 へき地における診療所の場合は､週4日を超えて診療をおこなっていること(直近に終了した会計年度の診療日が209日以上で

あることo)周産期医療 ハイリスク分娩管理加算-年1件以上､かつ､分娩件数-年500件以上､かつ､母体搬送

受入件数-年10件以上小児救急医療 乳幼児休日t夜間.深夜加算算定件数(初診)/乳幼児加
算初診料算定件数-20%以上

2.公的な法人

運営に関する要件【主な要件】○役員等につい

ての同族性が排除されていること○法人解散時の残余財産が国､地方公共団体又は他の社会医療法
人に帰属する(持分がない)こと○社会保険診療に係る収入金額

が全収入金額の8割を超えること○理事等に対する報酬について､支給の基



《参考資料》

社会医療法人の救急医療等確保事業実施状況

(平成26年7月1日現在)

都道府県名 救 急 医 療 等 確 保 事 業 法人
数救 急 精神救急 災 害 周 産 期 小児救急

へ き 地 合 計1北 海 道2青 森3岩 手4宮 城5秋 田 10 4 1

1 1 17 34
261 ･1 2 2

2 2 21 1 1 3

36山 形7福 島

8茨 城9栃 木10群 馬

2

1 3 31 1 1 3 31 1 1
3 3

31
1 2 11

1埼 玉12干 葉13東 京14神 奈 川15新 潟 4

2 6 4
5 2 1 8 7
12 1

13 ll2 2 22 1 3

316富 山17石 川18福

井19山 梨20長 野

1 1 2 2

1
1 14 2 1 1 1 9

821岐 阜22静

岡23愛 知24三 重25滋 賀 2 1 3 3

･8 1 3 1 13 9
2 1

3 31 1 2 126京 都27大 阪28

兵 庫29奈 良30和 歌 山

4
4 427 2 3 6 38 25

3 3 33 1 1
5 52 2 2

31鳥 取32島 根33岡 山

34広 島35.山 口

1 2 3 21 2 1
4 47 1 4 12

ll5 1 6 52

2 236徳 島37_香 川38愛 媛39高 知40福 岡

1 1 2 2



《参考資料》
社会医療法人の認定状況について

■ I fl I 法人名 主 た る 事 79;所 の 所 在 地 PZ定年月日 施 p の 名 称兼 務

の 区 分札蝿市中央ET■★■ 平成20年7月10日

北光書己念d眺

モ暮■*jt■寸IlJ
f 平成20年日

月一日 ll*+ 書★tt会EEdE法人 北斗 北丸正7F広市
棚EZl町I

甘7書地弓 平成21年3月tE=tE*壬■諌人 ■亡* jiJl
4+■声牙1丁目27♯1号 平成21年3月1日 *E*■■

社会bidE法人 視心垂 北和nl札甥市X区 平成22年3月ほ
*ItPt

牡全軍dt法人 友愛会 北港iI登別市 平成乞2年8月1El tIl
k息EEdE

社会EdE法人 母恋
北海nl王材市ポT町1-5-18 平成22年8月1日 lI■

dE4■■●tL*ELt隼人 tX)I
北海;■

札tE市JL平区 平成22年9月一日

社会EEt法人 暮佑会 北海iX札比布白石区 平成22年9月1El 快A妖

北兼il北広A市栄町lT目6書地2 平成22年9月1日 tl+

■社会匡錬法人 兼拝金 北海;

互札gE市北区 平成23年3月1日 東映社会EEdE法人 J
A仁会 酉lOT日1書50号 平成23年8月1E3 ■★

■

央クリニック牡全区dE法人 明生会
北和辻網走市蛭FT4TJill書7号 平成23年3月1日

北兼;1主材市 平成23年3月1日 ■ *れll■t

北海iL札tE市中央区 平成23年9月1日 4t
ll*

社会EEdt法人 北棟金 北港正札牡市白石区 平成23年g

月日ヨ 翁暁tt全EEdt法人 Jt和食 北沌正
札快市I平区

平成23年9月t日 ftf++

社食El鍵法人 胡真金 平成23年9月1El ■■

北港立田他市元町82書18号 平成23年9月1日 I 陳

社食医頼法人 匪亡貞 北;書Sl札tE市中央区 平成24年9

月18 頼眺北沌辻札昧市X区 . 平成24年9月1日
ク

社会EE稚法人 T+

友会 北海jI赤平市 J7t成2Jl年9月1日 ■tt+書■士人 +■■
高砂PTa7着地 平

成24年9月1日 dt薪 廿 江 府 Ht 法人名

主 た る 事 拝所 の 所

在 地 臣定年月日 施設の名称兼帯の区分社会EEdL法人 罷山虫 平成25年9月1日 E
EdL*Itへき地匡dL平成25年℡月1日 へき地ZE*

tt全軍*法人 共栄会 北米nE札競市白石区川下577書地8 平成25年9月tEl 札はトロイカ*映
*+～■I■●牡■++壊人 L14* 平成20年12月1日 ■■■■■▲■■

社会EEdE法人 松

平*鹿 書出E=平17書地 平成23年ー2月1日 松平ホFX++～+I++社会EEdE法人 将iL余
宮城■岩沼市里の牡1TEl2書5号 平成之3年12月1日 強食甫X北薪炭■■■●tl*書■

斗人 JINl* 大端15書27号 平成23年12月1日 中■*玩■▲■■FElれ社会EE*法人 明和会 秋EER秋田市中iB6丁目1事28号 平成21年2月
1E3 中4■書■■
救急EEdE社会EE書法人 穴生島 軟E]丸fA手市8LJ+町色事21号 平

成21年4月1Z= +
+JItll■●や■IIt+社会EE*法人 f止弁 秋日■由利

本宅巾着湘下110 平成25年1月1日 手首■-ll*書ヽもILt形nt Lll形■爪Nt市m壕

948書地の1 平成22年一月1日 佐JFdEtM汁村政急EEtuJ形k山形市桜Pr
之書75号 平成23年4月1日 山形さくら町*枕■■輯●II■

社食ZE放法人 みゆき
金 山形Jt上山市井天ZTE2書11号 平成2B年4月1日 みゆき金■玩ヘき地iEdE庶

出16書地の2 平成20年11月1El 斗JL■-+■■●■■社会EEdE法人 -AL会
NIA+7J+八A町15書27号 平成21年10月1日 -NL会AEk■●≠●▲■■社会EdE法人 芳公会 NIA+NlATTIt■棚下16書地の1

平成23年4月tEl あ
づま関村権外科*院ヘき地EE*社会EEdE法人 兼土合 茨城井目土市 平成25年9月1日

救&医dEtt会EE*法人 tt発会 tt■TL斗4+大A町2書5号 平成21年1月1日 ■世紀暮IIIrtJLt+社食監鎌法人 Ⅰ生食
栃木■さくら市氏書2850書地

平成21年4月1E3 JL斗■LE牧8匹dE社食ES* 法 人 中山虫 城東K事ヰ官市 平成26年4月1日 +■tR*■■■1■
■外 tt*L

dl* A.■■● 群馬St5El田市兼町8 平成21年7月1日 ■■■tへき地声*玉 社会EEdE法人社Bl 珊王れAケネオ
大手JP析l45-1

平成22年4月1月 BqiB*扶救急EE*社会匡dE法人 tt事会 埼玉y



事 il 府 PR 法人名 主 た る 事 79;所 の 所 在 地 比定年j;目 施 p の 名 称* 横

の 区 分千束k袖ヶ浦市&浦脈前5TE2一手地 平成22年8月26日 袖ケ
.涌きつき台*妖

fr那 斗救急醐社会区点法人牡EF 雌 虫 千集れ千束市稚毛区 平成23年4月一日 千舶 沖板木

抱月醜赦&匡dEtl*JLI法人71El t★■ 手兼yL相帯 平成25年一

月1日 名戸ケ谷d旗救醐JL T IL社会印 法人財田 大和会 X兼細井大和市PT彬1-1く)-12 平成21年4月1日 1大和ホ昧

Lu +欄 村山頼虎救急EE7*tt会EE錬法人社団 息生食 X京都立JIJ市錦町
lTE16書ー6号 平成21年9月lEl 立川相互ホ鶴救急

EEdE東京都杉並区 平

成22年10月1日 河北抱合ホ暁救急EEdE小児救急区点

文末細大EZl区大

森北1T884書8号 平成2料 月tEl 牧EEl抵合病院*JL

HX京都
町田市■W1008書地の1 平成23年ー0月1El 東町EZ]*虎●■■●

和 船足立区-ツ書日TEl3書4号 平成24年4月1日 ■Jflt救

急医dt東京都大日区大蕪東4TE4番14号 平成25年4月1日 大EZl鵬救急医7*

社会ZE書法入社団 軍書会 東京都
足立区本木一丁日8書

7号 平成日和 月1日 いすみた急病暁救急EE*文末爺江戸川区 蕪

uI妃怠れ洗救急EEflX某瀬足立区酉新井
6丁ヨ82書1

0号 平成之榊 月1日 水軒書己忠相敷AEEdE東京… 区大島6丁目8書5号 平成2

6年4月1B 正JtIU一救急印7I 雫 川 れ 紳射
llULLT本市JO

子282番地 平成21年4月1日 X名PF木一院救急fgdE+■川■■t市大舶6-2-24 平成22

年4月1日 大船中央d映救急EEdt一r j7< LItL+書■法人 ▲JA* 糊 れ三条
市本町五TEl2書30号 平鹿21年4月1日 三之Fr柄院救急EEdt

社会相 法人 粥 1風食 新潟A糊 市X区河漉甲140書地 平成21年4月1日 46■■救

急EE7*新潟県糊 市故実区東金沢1459-1 平成21年〇月1日 下軸柑

災書EE*石 川 Ht

石川れ七Jt市T同町94書地 平成20年11月1E] JL+*書ft*救急医7

*社会EEdE
法人財田 松原朱★余 石川県金沢市石引4丁目8書5号 平助 年4月1日 lit■lq71神科救急EE

*uJ - I社会相 法人 加納廿 山梨県LLJ梨市上紳内川1309 平成約年1〇

月一日 加納岩烏合dT院tIEL+･ ▲ tt女匡dE法人財
田 慈A虫 ZE野外松村本

庄2-6-1 平成20年12月1日 相沖稚救急EEfttl*書lr*人 Jlt* A野A佐久市

平成21年11月1日 ヘき地区7k長野れ松本市城Z5lTEl5書18号 平成21年11月1日 tZS+■fI神科救急医

dE社i匹*法人
抱生食 長野県松本市渚1TEl7書45号 平成23年12月1日 丸の内*属

ltJIIL+珊 県Ft肪却下nI析町214書地 平成24年1

0月1日 EB妨共立R眺救急医dE長野県焦EE市大速1こ1与 平成25年4月
1日 伐EZ)*

庚捕神掛軸 軍汝長野県松本市Trl上9-26 平成25年4月
1日 松本t

B立脚tlIEl+ 瀬 SI 府 外 法人名 .主 た る 事 拝軒

の 所 在 地

旺定年月日 施 設 の 名 称* 類 の 区 分社会EEdE法人 t和食 長野れJREZ]市∬中平1

936書地 平成26年4月lEl tt和食用暁1■社会匡群法人 L事生食
QtJL■古井町 加茂市井690 平成20年10月柑

tL
JltA町11 称笠松町 平成20年10月‖∃ d旋

tL*r+*人 ヰ■* 岐■ホ沖Jil5 ホ{■■r■ 平成23年4月18

～ *t■北大串三MB #耶I崇町上XS書

地 平成21年4月1J∃ tJL*+*社会軍*法人 菅社会
tt)■-手下ロ百 市■■T書地1 平成21年4月t日 庚

兼知れ安城市住吉町

2丁目2書7号 平成21年4月1El社会匡dE法人 明FA金 莞知れI捕市羽根井本町134 平成22年4月1日 荊庚

平成23年
4月1日 ▲■■平針305書地

■■社会匡d
E法人 宏刃金 先知A名古JL市市区白水Prg書地 平成23年4月lEj

蛋dt

71*L■斗人 ★■● ま知れ一書市横1丁目9書9号 平成24年4月1日
flI社会岸*法人 志空合 *知k犬山市 平成25年4月1日 抱合犬

山中央ホEt

■■■■社会区点法人 ま生魚 丑知k名石Jl市北区 平成28年

4月1日 接合上tE日X-荊鹿救急ES*6089書地 平成2
2年3月5E3

■7IkLtI■●tt会EEdE法人 +和会 三1■宇良子 市中+I-lZ書地

の1 平成23年11月1日 ■■社会EEdE法人 や内金 三
1■上EF+ 市784書地 平成2一年ー1月1日

tt卓EEdE法人 城
北会 ■★■■+失7A町1660 平成28年9月tE=

Jt++I京町BT 市伏見区○書地 平成21年4月lEt



8 31 府 外 法人名 主 た る 事 拝所 の 所 在 地 比定年月EI 施 設 の 名 称兼 鞍

の 区 分社会EE書法人 生玉虫 大阪府和泉市把手町lT日10事17号 平成21年1月
18 ■中■■

救A

EEdE救急EE

dE小児救急EEdt大阪府泉佐野市中町aTE]4書与号 平成2
一年一月1日 佐野

Ta怠A院救急医dElTヨ2書81号
平成2t年1月1El

稚合ホ玩多抜群競救&匡dE兼4T244書地 平成21年

一月1日 JI袖ta急病妖欺&EEdt社食EfdE法人 箸弘会
4TE7事17号

平成21年1月1日 書■■-JlI救急Eg* ､社会ES
dE法人 大正金 lT

El6書1号 平成22年1月一日 ■上古■■救急EEdE社会居中法人 Jt卓会 大阪府大

阪市住之江区 平成22年1月t月 +tJII+★FII*救8匹dE社会EE7*法人 弘立会 大阪府守E)市 平

成22年一月1月 守口生野記念林原暮■土FLl■:I4土TLA*tJLt*社会毘dE法人 盛和金
大阪府大坂市a見区A見4TE1苧80号 平成22年7月1日 羊EE)■t

+ILL+社女
医dE法人 LIJ弘虫 大麻府ヰt川市*町ー5さ8号 平成22年7月1日 上山薪枕

救急EEdE大阪府松Lr市 平成22年7月1日 . 阪南中央荊妖r

I■叫■■小児救8匹dEtt全区*法人 同t=金 大阪府堺市堺区 平成23年1月tEI
耳坪材令ホ醗

救急医♯社会EEdE法人 EEX余 大砿府八尾市沼lTE41串地 平

成23年1月tEI 八Jt程合A幌救急EEdE社会EEdE法人 侶虫垂 大阪府支帯市 平成2

3年1月1日 tIIL+社会EEdE法人 蒋T金 大臣府Jt
珠市水Tq244書

地 qZ成24年T月1日 yl■Il救&匿dE社会tE舟法人 格生虫 大坂府7t錬市 平成25年1月

1日 みどL)ケ丘■FK救急罷dEtt会ZE虎法人 書美食
大阪肘大阪市市区常堀江1T日3書6号 平成25年1月1日 大野tEl念月暁

救&匹dEtL*■lr士人 JI+I 大阪舟I中市 平成25年1月lEl ■中暮
Z)*■救急E

E珠社会EE*法人 切等女 大阪府松原市 平成25

年1月1日 明治絹病院救急医dt社会EdE法人 北斗金 大阪府土中市

平成25年7月1E
) さわ■■lII+叫●I暮●

平成28年1月31日

47lI吋■●I■社会臣dE法人 甥徒食 大酸府堺市X区
北野田626書地 平

成之6年1月1日 日野*lた救急EE*大阪府堺市gFE 平成26年1月1日 5†

X余病放+tEldr小児救急長女兵 兵PFA古書市
平成22年4月1日

西宮3ZEiZZ痛快救急ESdE兵群yt稚持市広畑区事前町aTヨT番地 平成23年4月1日 丸は記念広iZqホ戊救急貰dE

兵ヰれ姫路市亡Jt野650事地 平成25年4月1Fl 娠蕗iマリア*贋救急EEd

t社会LE錬法人 書汁金 兼良k天理市 平成22年4月1E3
JL+■LL救急EE珠 ヰ 5暮 府 Ht 法人名 主 た る 事 務所 の

所 在 地 扱

走年月El 施 奴 の 名 称+ 7* の 区 分tt全軍Jk法人 七生会 束AK大和溝
田市日之出町12書8号 平成25年4月1日 ■■

*4■

♯■日東町B27書地 平成25年4月1日 ■■■^■■4ホA*盲町1書1

8号 平成25年10月1日 央荊扶tt会EEdE法人 平和会

■■■■■ 平成25年10月1日 t書■取 れ社会EEdE法人
鮮明会 財部728暮地の4 平成21年7月27日

映社会EEdt法人 II*金 和tk山yLは本市XR6TEl7事26号

平成24年9月28日JL 取 ■廿■JlQ

X町8Tヨ307書地 平成20年1t】月1日 I

+社会匡*
法人 t=EF会 A取K*古市山根43事地 平成20年

10月1日

ンタ-*古瀬虎■■■r=tII社会EEdE法人
石州金 ++■■号■古書JT六日市86B書地4 平成

2一年一月1日

A積れ浜EE市井町298-2 平成2一年一月1日

I■■社会民dE法人 ■林金 A租St安来市史東町B9g書地1 -d耽■

●tt会EEdt法人 亡#会 平成23年B月1日 l完tt金EEdE法人 哲西

会 周LILK軒見市甘百町矢EZl3604 平成21年3月2日 節社会EE鎌法人 Nttt余 平成21年12月1日 ■

tL社会tE*法人
光生月仇 岡山■開山市北区JT生町8丁88事35 平成22年4月113

社食匡dE法人 水和会 同LIJR書Jk市水A★兼町4-5 平成22年18月1日

JtJrtt虫ZEdE法人 会亡虫 FF山■JrJk市老松町4-8-88 平成22年12月1日 drltt

tt食EE書法人 力仁it 向山kFq山市北区事iLRT2-1B-19 平成23年4月tEl Jt扶

平鹿23年8月lE 也 センター耕作群杭2
TE]6事一号 ■●dE

Fq山Jt3tLIJ市Zl]町一一6 平成23年12月lEl

スピタル■●tt余E



事 ⊃1 府 PR 法人名 主 た る 事 冴所 の 所 在 地 比定年月日 施 設 の 名 称暮 拝

の 区 分uJ 口 外社会EEdL法人 周亡会 山口爪下松市生野JLホ1-1(ト 1
Bl市妃念dI玩

救急EEdE社食匡dE法人 Jt中■膜 LllElれ芋幹市井盤町2-4-6 平成22年4月1日 JL中

llrr載&臣dEt JL I 社食匡dE法人 あいざと金 柾A■板野廿上板町佐RqF半文ZB8書地a 平成23年12

月1日 ■t■■■叫 ■●書●tt金融 法人 川A会 44■t■ 平J

W 年1月lEl 小AIItへさ*LJf 川 粍 書川井坂出市
立町8丁月5書28号 平成

20年10月1日 JL書巾 ヨ土■t■一■■史書■■.
tJJ+8

■市大■T739書地 平成2〇年12月1日 村上妃忠相■■社食EEdE法人 同心会
莞杜R西条市朔日市804事旭 平成21年12月1日 中央A院O EL+

社会ES4法人 X
九重 盤ほれ今治市官下町lTEl1書地21号 平成21年12月1日

+-llk

匡鎌社会JE*法人 生きる亜 2T84書地9 平成22年1
月1日 巾■I

IFEI+ま姓県四匹中央桁上分Fr788書地l
平成24年12月‖ヨ H汀

○■晩救急匡dt.I 社会EEdE法人 )丘森岳 高知K高知市 平成22年1月一日 近森畑

■●書■史書■■fL Je 社会
EEdE法人 大成会 NLIll叫 巾 IJLB西斬1丁目1書8与号 平成20年t1月1

日 Nl周妃念力陳

+AELt災T臣dEへき地EE書牡虫匡ま法人社E]l票DE会 af周れ初同市f+多区 J?成21年1月1日 木村貞陳

救急EEdEtt会ES*法人 tの聖母会 獅 爪久野米市外挿本町422書地 平成21年4月1日

丑マリア服

救急印火■LdL小児救急医dE周産期匡*社食EEdE法人 PA明虫 g

lRK京8苛苅田町大字斬斗lS98書地 平成21年12月一日 小波淑d妖救急軸社会匹蛙法人 栄光金 4I■■ttもt
平成2一年12月l白 栄光荊虎救

急匹dL舶 yR北九州市門『区大里軒町2着5号 平FW 年4月tEl 軒小文字新陳+r'qItttNII+★●Iltt放血EE

dENl周

和白薪院救急EEdE災暮匡dE社会匡dE法人 共莞女 平成22年4月1E

l 戸畑共立A暁●■■■社会相 法人 暮税金 斗IEIIIEや■Ea 平JW 年4月1日

詐珂川^院救急EEdE事の町-丁目一事1号 平成23年12月

1日 +tk*八■■kJLdhL社会匡汝法人 宍舶 絹岡■久甲米市天神町120書 平成24年4月1El 書き

t■★救&臣dE1左 X Rl社会置*法人 FrE余 佐rR伊万里市

山 T己念■腕● 匡dE* I t 社会EdE法人 よ
～妃念力暁 1■■1■市事tJTlT811事54 平成21年4月

18 ● t

e輔 虎■∫ H I-社食EE錐洗人 事回虫 長崎■桝 市宝町
688% 平成㍑年4月1日 #上一■■■ # 31 府 県 法人名 主 た る 事 拝

所 の 所 在 地 比
定年月日

施 投 の 名 称暮 務 の 区 分

4時れ長崎帯下PT11号 平成23年4月1日 8L友虫上戸町ホ妖救急醐

iE叫れk*早市
久tlJ町1676書地l p 平成26年4月1日 書■一■t■

■■+ 熊木■爪柿 中

央区九品専1丁【日6事7号 平成22年9月1日 へ的 L■+7:t

P十叫 tへき地相

社食医7kま人 類明金 h本M 城市松ホ町久A69l事地 平Eb3年5月1日 事

小 舌It■I

救&軍dt社食EEdE法人 芳触 lT日14事41.i 平成
24年4月一日 ■

Nt■書7T神村救急EEdE社会EEdE法人 納 会 神木■天事ザ苓北町上牛深j=27J】書地10
平成24年4月t日 宍事藩r畑 一t■■◆社会臣沈浅人 手しき全 油

木れ上益肋 生坂町無印1530暮地 平成25年1月1日 美郷 眺

ヘ卓也毘* ,寸 ｢ 字二本木5956書地 平成20年10月8日 天心土へつぎ荊臨拙 EEdE

社会EE*法人 甘
和金 大分■大分市西■崎8TE7書11号 平成2一年4月1日 i+Il+I救急医d

E社会貰*法人

Bq触 大分■大分布佐X朋750-88 平成2一年11月1日 性文那群島へき地EdEtt全区dE法人 三松 大分

■大分市布121:, ■■■■災書EEdt

大分■竹田市

久住町大事積木6026書地の2 平成23年10月188 大久界A扶救

&匡dt社会
相 法人 玄X坐 大分A中井市大字書夫14書地l 平成24年11月1El JJJt立野外科■枕tJLt■

社会EdE法人 小寺会 大分yL佐伯市*JB*町6事30号
平成24年11月

1日 佐伯7MZl民aJI相 楽水軸 肺ヘ卓也Edt社会相 法人 tiE会
大分gL大分市

平成2時 11月1日 大分中棚れ■■■t ■ 社会Egat法人 AfE]会 賞Nf■日向市 平成21年1月5日

千代ZZl荊院tLtt社会Eg船 人 同心会 書枯れ書中市池
内町鼓太木1749書地

1 平成24年12月1日 古Jrt書lltt■■■:t t 社食匡ヰ法人 JL匹虫 **■JLt

t■qt町220書地 約 匹瓜社会EEdE法人 枠九重

丘児A九丘児JT市 平成21年4月1日 Itlrtやq lt■触 EEdE牡it宵稚法人 海生虫 鹿
児JLyL枕叫市白沢北町19一事地 平成21年9月1日 ウエルフエ7九州耕暁++中■

I■■JLtJ

L■古土t西之表7488事地 平成22年4月1日 ZZl上d放ヘき地EEdE社会ZE#法人 叫触 Jll
JLtJLLt■ホ松原町3書3l号 平成23年4月1El 1■Iヘき地gt

JJtJL+JL 平成

23年4月1El Tt■tLItt書tLt吐合EEdt法人 丑亡会 耗児JI県虎児Aホ

伊k2TEll事2号 平成23年10月柑 ■Fl+I救急医dE社会EE4法人 白光



+ ■ Jl t 法人名 主 た る 事 拝所 の 所 在 地 EE定年月日 bE 奴 の 名 称Jt 布

の 区 分■■ 沖I県申規却中城村宇伊Jt208書地 平成21年3月一日 ハ
ートライフhl欧

救急医dttt全区汝法人 敬愛会 沖J4R沖H帯知花 .6TE]26書6号 平成21
年3月1日 中■ltJE

救急EE*小児救&fEdL社会農4法人 t:受金 沖yLれ補元市伊租4TElt6書1号 平成2一年10月1日

14■卓■■赦AEE*社会ZE書法人 文発会 沖8lytI3L城市事上El]25書地 平成23年10月

一日 I見輔中央7A鹿救急EEdt;て EE けr T合 計 神栄Jrl県海老名市

河原口1320 平
成21年4月1E3 ■

t6+卓■tt

赦&匡dE★沸王総

合ホ扶救

急邑dt♯町89書地l l

r叫事ホ陳救急医dE*山■JE救急EE7

*JL叫PL
佐世保市大和町15書地 平成23年4

月1日 催せ保中央e;玩救急EEdE
白十中点庚

救&臣dEtt全区*法人 *3
M食 長qA平戸市 ■★★■★へを地EEdENLI*J

l*ll■救急匡*

社会EEdE法人 若竹会 茨城gk牛久市柏田町1589書地3 平
成25年10月1日

救急EE♯

★書七1+
E=JLt叶4丁目2書10号 平成28年4月1日 +-+救急EE♯+書寸心■-I

救急EEヰ

社会EE鎌法人 共杉
会 大阪府枚方市暮父東PT65キ1号 平成加年4月1日 qEJ

Lll救急ESdE

J也Il■



非営利ホールディングカンパ
ニー型法人制度に係る意見

平成26年9月

日本医療法人協会

会長 日野 頌三

1
参考資料



非営利ホールディングカンパニー型法
人制度は何のために検討するのか。

• 政策の検討に当たっては、政策の「目的」、つまり
「何のために検討するのか」を関係者間で共有する
ことが必要。

• 昨今の財政状況と医業経営に関する課題を整理する
と財政状況に左右されない医療提供体制の構築のた
めに、次の2点あげられるのではないか。

１）国の規制を極力排し、地域医療を守る民間の高い
責任と創意工夫を伸ばしていくべき。

２）国民皆保険を守るため、地域で効率的な医療
提供体制が構築されるよう議論を促すべき。
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１）国の規制を極力排し、地域医療を
守る民間の高い責任と創意工夫を伸ば
していくべき。

• 地域医療は、民間医療法人の経営責任と互いの
切磋琢磨による医療の質の向上で成り立ってお
り、国が法人経営に介入することは極力避ける
べき。

• 国は、時勢に応じて過剰となった規制を日頃か
ら見直していく取組が必要（例：施設長を理事
にしなければいけないということを法律で規制
→誰を理事にするかは民間の経営判断）。
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１）国の規制を極力排し、地域医療を
守る民間の高い責任と創意工夫を伸ば
していくべき。

→ 非営利ホールディングカンパニー型法人制度は、
我々民間医療法人が地域医療に対する高い経営責任と
創意工夫を発揮できるものにすべき。
→ 国や都道府県といった行政が我々民間医療法人の
合併を強制する手段では決してない。
→ 新たな制度は我々民間医療法人が使いやすいもの
にすべき。
→ 持ち分あり医療法人であっても非営利ホールディ
ングカンパニー型法人に参画できるようにすべき
（HD内では持ち分に応じた議決権割合とは決してせ
ず、一人一票を法定化）。
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２）国民皆保険を守るため、地域で効
率的な医療提供体制が構築されるよう
議論を促すべき。

• 団塊の世代が75歳以上となる2025年を前に、地域
包括ケアシステムを地域ごとに作っていく必要。

• 64歳以下の人口が急減する中、今までの急性期医
療中心の「治す医療」から、住民・患者の生活を
「支える医療」へ大胆に転換する必要。

• 民間病院は診療報酬改定による政策誘導で十分対
応。

• 課題は、特に、医療資源が極端に急性期医療中心
になっている県庁所在地の公的・公立病院の構造
転換である。
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２）国民皆保険を守るため、地域で効
率的な医療提供体制が構築されるよう
議論を促すべき。

○若年者人口が急増していたときの県庁所在地の医療提供
体制の姿。
→ 国立大学医学部から医師の供給を受けながら、同じ地域内で急性期医療

を実施（「治す医療」の質の向上に互いに切磋琢磨）。
※ここでの議論は、急性期医療の病院が集中している県庁所在地等を対象と

しており、そもそも医療機関が少ない地域には当てはまらない。

若年者人口が急減してきている現在の県庁所在
地で今も成立するのか？！共倒れになる可能性。
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２）国民皆保険を守るため、地域で効
率的な医療提供体制が構築されるよう
議論を促すべき。

非営利ホールディングカンパニー （HD）

経営母体の病院保有を認めながらも、各病院の運営方針は地域のＨＤ内で決定。
ＨＤへの参画は各病院の自由意思。ＨＤの社員数は、各病院の病床数、売上高な
ど客観的なデータに基づいて定款で決定。社員の議決権は一人一票（持ち分に応
じた議決権割合には決してしない）。

○所属する経営母体の方針とは別に、病院の所在都道府県内のHDで決めた運
営方針に従って運営。
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２）国民皆保険を守るため、地域で効
率的な医療提供体制が構築されるよう
議論を促すべき。

非営利ホールディングカンパニー （HD）

経営母体から病院運営を移管（リース方式、経営受託、買収など）。地域で効率
的な医療提供体制を構築するため、HD内で経営方針を決定し、医療機関の機能分
化を徹底。各病院はHDの経営方針に基づいて病院を運営。

○地域の医療従事者の目標を「病院の治療の質の向上」から「地域医療の質の
向上」へ転換。HDは地域住民・患者の医療・生活の質の向上に切磋琢磨する。
○医療資源の少ない地域への支援や救急医療、小児・産科医療、災害時の医療
などの実施を義務づけることも検討。



求められる医療機能の再編成

個々の公的医療機関が互いに競争する形
（若年者人口が増えているときの姿）

地域医療に責任を持つ経営者が、地
域のすべての公的医療機関の運営責
任を有する形

全病院を
包括して
経営し、
機能分化

Ａ病院

Ｂ病院

Ｃ病院

Ｄ病院
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医療法人の事業展開等に関する検討会 開催要綱 

 

１．目的 

医療法人制度に関しては、平成 18 年の医療法改正から 7 年が経ち、医療

法人のあるべき姿について、関係者より様々な意見が出されているところで

ある。 

また、医療法人に関しては、病床の機能分化・連携などを進め、効率的で

質の高い医療提供体制を構築するため、医療法人等の間の連携を推進するこ

ととし、「経済財政運営と改革の基本方針について」（平成 25 年 6 月 14 日 閣

議決定）において「医療法人間の合併や権利の移転等に関する制度改正を検

討する」ことや、「社会保障制度改革国民会議報告書」（平成 25 年 8 月 6 日）

において「医療法人等が容易に再編・統合できるよう制度の見直しを行うこ

とが重要」とされている。 

また、「日本再興戦略」（平成 25 年 6 月 14 日 閣議決定）において、医療

の国際展開に関連して、「財務状況の健全性など一定の要件を満たす医療法

人が、現地法人に出資可能であることを明確化する」とされている。 

さらに、「日本再興戦略」、「健康医療戦略」（平成 25 年 6 月 14 日 内閣官

房長官等申合せ）において、「健康増進・予防（医療機関からの指示を受け

て運動・食事指導を行うサービス、簡易な検査を行うサービスなど）や生活

支援（医療と連携した配食サービスを提供する仕組みづくり等）を担う市

場・産業を戦略分野として創出・育成する」等とされている。 

そこで、医療法人のあるべき姿について検討を行うとともに、「経済財政

運営と改革の基本方針について」等に基づき、必要な検討を行うため、有識

者による検討会を開催するものである。 

 

２．構成員 

（１）各分野の有識者により構成する。 

（２）構成員のうち１人を、座長として互選により選出する。 

（３）座長は必要に応じ、検討に必要な有識者等の参加を求めることができる。 

 

３．検討内容 

（１）医療法人制度のあり方について 

（２）医療法人等の間の連携の推進について 

（３）医療の国際展開について 

（４）医療機関による健康増進・予防や生活支援の推進について 

（５）社会医療法人制度のあり方について 

（６）医療法人の透明性の確保について 

（７）医療法人制度におけるガバナンスの強化について 

（８）その他 

参考資料 



 

 

 

４．検討スケジュール 

「３．検討内容」のうち、まずは（３）、（４）、（２）の順に議論を進め、

（３）及び（４）については年内を目途にとりまとめるとともに、その他の

事項についても順次検討を進める。（来年度以降の検討スケジュールについ

て、今後検討。） 

 

５．運営等 

（１）検討会は、原則として公開するとともに、議事録を作成し、公表する。 

（２）検討会は、医政局長が主催し、その庶務は医政局医療経営支援課が行う。 

  



 

 

（平成 26 年 9 月 1 日現在) 

 

 

医療法人の事業展開等に関する検討会委員名簿 
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